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序－１．小川町まち・ひと・しごと創生総合戦略の位置づけ 

都市基盤や生活環境、医療・福祉、教育、産業など、小川町のまちづくりに関する全ての分

野について、今後 10年間を見据えてどのように取り組むのかを示す計画が「小川町総合振興計

画」であり、町の最上位の計画になります。 

その上で、小川町まち・ひと・しごと創生総合戦略は、本町の人口動向の整理や平成 72（2060）

年までの超長期的な人口展望を踏まえながら、「小川町総合振興計画」に即したものとして、主

に結婚や出産、子育てを行っている世代の方々を対象とした４つの分野（①しごとづくり、②

ひとの流れ、③結婚・出産・子育て、④まちづくり）に関する、より具体な取組内容を示す計

画になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序―２．計画期間 

国の総合戦略の考え方や「小川町総合振興計画」との関連性を踏まえ、計画期間を平成 27

（2015）年度から平成 31（2019）年度までの 5年間とします。 
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１－１．小川町の人口変動の状況及び今後の見通し 

（１）総人口及び、年齢３区分別人口の推移と長期的な見通し 

1980（S55）年から 2010（H22）年にかけての総人口及び年齢３区分別人口の推移に加え、国立社

会保障人口問題研究所（以下、社人研）による 2015（H27）年から 2060（H72）年にかけての推計

値より、小川町の将来的な人口の見通しを整理します。 

 

総人口・年齢３区分別人口の推移 

 

総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」より作成 

 

【総人口】 

本町の総人口は 1980（S55）年から 1995（H7）年にかけて増加を続けていましたが、1995（H7）

年の 37,822人を境に減少傾向に転じ、2010（H22）年は 32,913人となっています。 

この状況の中、将来人口について、国立社会保障人口問題研究所（社人研）が行った 2060（H72）

年までの長期的な推計値を見ると、2015（H27）年以降も人口は減少し続け、2040（H52）年に

18,912人と２万人を下回り、さらに 2060（H72）年には 10,671人と１万人程度まで減少する見

込みとなっています。 

 

【年齢３区分別人口】 

年齢３区分別人口をみると、年少人口（0～14 歳）と生産年齢人口（15～64 歳）は、総人口

と同様に、1995（H7）年以降減少傾向にあり、将来的にもさらに減少する見込みとなっていま

す。一方、老年人口（65歳以上）については、1980（S55）年以降増加傾向にあり、将来的にも

2025（H37）年頃まで増加が続き、以降、緩やかに減少する見込みとなっています。なお、高齢

化率では 2040（H52）年に約 48％、2060（H72）年に約 55％となる見込みとなっています。 
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（２）人口ピラミッドの変化 

1990（H2）年、2010（H22）年、2030（H42）年の人口ピラミッド（男女別及び５歳階級別人口構

成）より、本町の人口構成がどのように変化していくのかを整理します。 

 

人口ピラミッド（1990（H2）） 

 

人口ピラミッド（2010（H22）） 

 

総務省「国勢調査」より作成  
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人口ピラミッド（2030（H42）） 

 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」より作成 

 

【1990（H2）年】 

男女ともに 35～49 歳の人口が多く、0～19 歳の人口も比較的多いことから、安定した人口構

成であったと言えます。 

 

【2010（H22）年】 

55～64歳を見ると、1990（H2）年当時 35～49歳の人口がほぼそのままスライドする形で推移

している様子が伺える一方、20～39 歳を見ると、1990（H2）年当時 0～19 歳に比べて減少して

いる様子が見られます。また、年少人口が大きく減少している様子から、若年層の転出や出生

数の減少により少子高齢化が進んでいる様子が伺えます。 

 

【2030（H42）年】 

2010（H22）年当時で見られる少子高齢化の状況が続くとした場合、将来的に生産年齢人口と

年少人口がさらに減少し、人口構成が先細りする見込みとなっています。 

  

2,000 1,500 1,000 500 0 500 1,000 1,500 2,000

0～4歳
5～9歳

10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90歳以上 男性 女性

（人） （人）

年少人口 

老年人口 

生産年齢人

口 



 

5 

（３）社会増減・自然増減の推移 

1995（H7）年から 2014（H26）年までの毎年の自然増減（出生・死亡）と社会増減（転出・転入）

の整理を通じて、本町の人口減少に与えてきた影響度合いを整理します。 

 

総人口に与えてきた自然増減と社会増減の影響 

 

総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」より作成 

 

1995（H7）年から 2014（H26）年にかけての、小川町の自然増減と社会増減の傾向について、大

きく以下の３つの段階が見られます。 

【1995（H7）年～1997（H9）年】 

概ね社会増・自然増が続く中、徐々に社会増が緩やかになっています。 

【1998（H10）年～2005（H17）年】 

社会減が深刻化するとともに、自然減が進んでいます。 

【2006（H18）年～2014（H26）年】 

自然減がさらに深刻化する中で、社会減は年によって減少幅に大きな差が見られます。 
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小川町の出生数・死亡数の推移 

 

 

小川町の転入数・転出数の推移 

 

総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」より作成 

 

小川町の合計特殊出生率の推移 

 

埼玉県「合計特殊出生率の年次推移」より作成 
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（参考）比企郡の社会増減・自然増減の動向 

比企郡内の他都市の状況整理を通じて、比企郡全体での社会増減・自然増減の動向を把握します。 

 

総人口に与えてきた自然増減と社会増減の影響（比企郡他町） 

  
滑川町 嵐山町 

  
川島町 吉見町 

  
鳩山町 ときがわ町 

まち・ひと・しごと創生本部「地域経済分析システム（RESAS）」より 

 

滑川町を除く比企郡内の町で自然減・社会減が急速に進んできた様子が見られ、小川町を含め、

今後人口減少のさらに深刻化することが懸念されます。 

なお、滑川町については、「つきのわ駅」の開設や区画整理事業の実施によりベッドタウン化が

進むとともに、子どもの医療費や学校給食費の無料化により、子育て環境の充実が図られたてき

た結果、全国的に注目されるほど人口増加率・出生率が上昇してきたことが影響していると考え

られます。 
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（４）小川町の結婚に関する動向 

小川町の婚姻件数、平均婚姻年齢、男女別未婚率の整理を通じて、小川町の結婚に関する動向を

把握します。 

 

小川町の婚姻件数の推移 

 

埼玉県「保健統計年報」より作成 

 

小川町の男女別平均婚姻年齢の推移 

 

埼玉県「保健統計年報」より作成 
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小川町における 20歳代～40 歳代の男女別未婚率の推移 

 

 

総務省「国勢調査」より作成 

 

婚姻件数の推移からは、大きな差は見られないものの、微減傾向にある様子が伺えます。 

男女別平均婚姻年齢の推移からは、男性の初婚年齢には上昇傾向が見られる一方、女性は概ね

横ばいで推移している状況にあります。 

一方、20歳代～40歳代の男女別未婚率の推移からは、過去 10年の間に、25歳～49歳にかけて

の未婚率が上昇している傾向が見られ、特に 30～34歳の未婚率の上昇傾向が最も大きく、男女と

もに 15％以上の上昇となっています。 

以上の整理からは、P.6にて整理した出生数や合計特殊出生率の低下の一要因として、未婚率の

上昇が影響していることが考えられます。 
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１－２．小川町の人口移動の動向 

（１）年齢階級別の人口移動 

年齢５歳階級別の人口移動の状況の整理を通じて、本町の年代別の転入・転出の傾向を把握しま

す。 

 

年齢階級別人口移動 

 
総務省「国勢調査」、総務省「住民基本台帳人口移動報告」より作成 

 

年代の傾向として、「20 歳代は転出が多く、30 歳代は転入が多く、50 歳代までにかけて転出・

転入の動きが落ち着き始め、以降は転出・転入が均衡する」という傾向が見られます。 

しかし、近年になるにつれて、転出超過の傾向が高まり、直近の「2005（H17）年→2010（H22）

年」では、20歳代・30歳代共に転出超過であり、以降の年代で転出・転入が均衡する状況となっ

ており、若い働き手が町外へ流出するとともに、他の年代にも転入傾向が見られない状況となっ

ています。 
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（２）他地域への転出転入状況 

本町から県内外への転出及び県内外から本町への転入の整理を通じて、近年の本町の人口移動の

状況を整理します。 

 

地域区分別の転出状況（H22 年時点で小川町に在住する人の、H17 年時点の居住地） 

地域 転出者数 

北海道 31 

東北 44 

南関東 2,858 

北関東・甲信 169 

北陸 29 

東海 60 

近畿 50 

中国 16 

四国 5 

九州 48 

海外 0 

合計 3,310 

総務省「国勢調査」より作成 

（6ページに示す数値との違いは、集計方法によるものです） 

 

埼玉県内市町村における主な転出先（H24 年～H26 年） 

年 主な転出先 

H24年 
東松山市（67 人）、川越市（52 人）、嵐山町（47 人）、滑川町（42 人）、坂戸市（33 人）、 

熊谷市（30人）、寄居町（26 人）、鶴ヶ島市（20 人）、所沢市（19 人）、豊島区（16 人） 

H25年 
東松山市（76 人）、嵐山町（74 人）、川越市（51 人）、深谷市（42 人）、滑川町（38 人）、 

ときがわ町（36 人）、熊谷市（27 人）、板橋区（26 人）、寄居町（25 人）、坂戸市（20 人） 

H26年 
東松山市（92 人）、嵐山町（76 人）、滑川町（59 人）、川越市（47 人）、坂戸市（43 人）、 

熊谷市（38人）、深谷市（33 人）、寄居町（28人）、鶴ヶ島市（28 人）、ときがわ町（23人） 

まち・ひと・しごと創生本部「地域経済分析システム（RESAS）」より 

 

転出状況について、地域区分別に見ると、そのほとんどが南関東・埼玉県内への転出となって

います。これを市町村別に見て行くと、東松山市、嵐山町、滑川町、坂戸市、熊谷市など、近隣

都市への転出傾向が見られます。 
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地域区分別の転入状況（H17 年時点に小川町に在住していた人の、H22 年時点の居住地） 

地域 転入者数 

北海道 30 

東北 39 

南関東 1,828 

北関東・甲信 90 

北陸 21 

東海 32 

近畿 29 

中国 14 

四国 4 

九州 23 

海外 104 

合計 2214 

総務省「国勢調査」より作成 

（6ページに示す数値との違いは、集計方法によるものです） 

 

埼玉県内市町村における主な転入元（H24 年～H26 年） 

年 主な転入元 

H24年 
嵐山町（53人）、東松山市（44 人）、滑川町（30 人）、川越市（29 人）、ときがわ町（28 人）、 

熊谷市（27人）、東秩父村（24 人）、所沢市（23 人）、寄居町（21 人）、坂戸市（17 人） 

H25年 
東松山市（39 人）、坂戸市（33 人）、寄居町（32 人）、川越市（32 人）、嵐山町（24 人）、 

熊谷市（24人）、滑川町（23 人）、深谷市（21人）、ときがわ町（20 人）、東秩父村（17人） 

H26年 
川越市（39人）、東松山市（32 人）、寄居町（28 人）、熊谷市（27 人）、狭山市（24 人）、 

嵐山町（23人）、滑川町（20 人）、坂戸市（19人）、ときがわ町（17 人）、東秩父村（14人） 

まち・ひと・しごと創生本部「地域経済分析システム（RESAS）」より 

 

転入状況について、地区区分別に見ると、そのほとんどが南関東・埼玉県内からの転入となっ

ています。これを市町村別に見て行くと、転出と同様に、東松山市、嵐山町、滑川町、坂戸市、

熊谷市などの近隣都市からの転入傾向が見られます。 

このように、都道府県別・市町村別の転出・転入状況からは、どちらも埼玉県内・近隣都市間

での移動が主となっている中、総数で転出者数が上回っているため、全体として転出超過となっ

ている様子が伺えます。 
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１－３．小川町の産業に関する動向 

（１）事業所数・従業者数 

1991（H3）年以降の事業所数と従業者数の推移を整理します。 

 

事業所数と従業者数の推移 

 

総務省「事業所・企業統計調査」（～H18）、経済産業省「経済センサス」（H21～）より作成 

※事業所数は「公務」を含む数値。 

※H21・H26の数値は「事業内容等不詳の事業所」を除いたもの。 

 

事業所数は減少傾向にあり、2014（H26）年時点は 1,318事業所となっています。 

従業者数については、増減を繰り返しながら微減傾向にあるものの、概ね 1 万人で推移してい

ます。 

事業所数が減少する一方で、従業者数がある程度保たれている要因として、2009（H21）年に「ホ

ンダ小川エンジン工場」が稼働開始となったことに伴い、製造業の従業者数が増えたことが考え

られます。 
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（２）男女別産業人口の状況 

男女別産業人口、特化係数、男女別・年齢階級別産業人口の割合の整理を通じて、本町の就業状

況を把握します。 

 

男女別産業人口・特化係数の状況（2010（H22）年） 

 

総務省「国勢調査」より作成 

 

【男女別産業人口】 

男性の産業人口は、「製造業」が 2,638人（約 28％）と最も多く、次いで「卸売業、小売業」

が 1,198人（約 13％）、「建設業」が 806人（約 9％）、「運輸業、郵便行業」が 758人（約 8％）

となっています。 

女性の産業人口は、「医療、福祉」が 1,342人（約 19％）と最も多く、次いで「卸売業、小売

業」が 1,315人（約 19％）、「製造業」が 1,306人（約 19％）となっています。 

【特化係数（本町のＸ産業の産業人口比率／全国のＸ産業の産業人口比率）】 

男性の特化係数では「製造業」と「教育、学習支援業」が 1.4 と最も高く、次いで「生活関

連サービス業、娯楽業」、「医療、福祉」、「公務」が 1.2となっています。 

女性の特化係数は「運輸業、郵便行業」が 1.80と最も高く、次いで「製造業」が 1.6、「生活

関連サービス業、娯楽業」が 1.4となっています。 
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男女別・年齢階級別産業人口の割合（2010（H22）年） 

 

総務省「国勢調査」より作成 
 

男女別・年齢階級別産業人口の割合を見ると、「農業、林業」は男女共に 60 歳以上の人口割合

が 7割近くを占めており、今後、産業人口が急速に減少することが懸念されます。 

「宿泊業、飲食サービス業」や「生活関連サービス業、娯楽業」、「医療、福祉」に関しては、

男女ともに 15～29歳の人口割合が比較的多く、他の年齢層を含め、安定していると言えます。 
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（３）女性の労働力率の動向 

女性の労働力率（15 歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合）について、

小川町での推移及び全国・埼玉県との比較を通じて、小川町における女性の継続就業の状況を把

握します。 

 

小川町における女性の労働力率の推移（2010（H12）年～2020（H22）年） 

 

総務省「国勢調査」より作成 
 

全国・埼玉県・小川町の女性の労働力率の比較（2020（H22）年） 

 

総務省「国勢調査」より作成 
 

女性の労働力率は、結婚・出産期に当たる年代に一旦低下し、育児が落ち着いた時期に再び上

昇するという、いわゆる“Ｍ字カーブ”を描くことが知られています。これは、出産・育児を機

にいったん離職・非労働力化し、その後育児が終わってから再び働き出す女性が多いことを反映

しており、女性の継続就業の厳しさを示しています。 

しかし近年は、女性が出産・育児を経ても継続して働けるための環境整備が進んできたことに

より、全国的にＭ字カーブの“谷”の部分が浅くなってきています。 

小川町においても、“谷”が浅くなっている傾向が見られ、かつ全国・埼玉県に比べ、20歳代～

40 歳代の比率が高い状況が見られますが、P.9 の整理結果を踏まえると、未婚率の上昇が“谷”

の押し上げに影響しているものと考えられます。 
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１－４．小川町の人口に関するまとめ 

前段からの内容を踏まえ、小川町の人口に関するまとめを以下に整理します。 

 

＜小川町の人口に関するまとめ＞ 

【小川町の人口変動の現状及び今後の見通し】 

1995（H7）年の 37,822人をピークに、本町の人口は減少傾向にあり、年齢３区分別人口の推

移からも少子高齢化が進んでいる傾向が見られます。 

そのため、社人研による推計値では、本町の総人口は 2040（H52）年に 18,912人、2060（H72）

年に 10,671人となり、2060（H72）年時点の高齢化率は約 55％となる見込みとなっています。 

こうした将来人口の値が出ている背景には、死亡数が出生数を上回る状態（自然減）が続い

ていることに加え、転出数が転入数を上回る状態（社会減）が続いていること、さらには、本

町の合計特殊出生率が、全国及び埼玉県平均値を大きく下回っている状態が続いていることが

大きく影響しています。 

なお、出生数や合計特殊出生率の低下の一要因として、未婚率の上昇が影響していることが

考えられます。 

 

【小川町の人口移動の動向】 

年代別の転出・転入状況に着目すると、1980（S55）年代からの傾向として、「20 歳代は転出が

多く、30歳代は転入が多く、50歳代までにかけて転出・転入の動きが落ち着き始め、以降は転

出・転入が均衡する」という傾向が見られる中、近年は転出超過の傾向が高まり、20 歳代～30

歳代の若い働き手が町外へ流出するとともに、他の年代にも転入傾向が見られない状況となっ

ています。 

都道府県別・市町村別の転出・転入状況からは、どちらも埼玉県内・近隣都市間での移動が

主となっている中、総数で転出者数が上回っているため、全体として転出超過となっている様

子が伺えます。 

 

【小川町の産業に関する動向】 

2009（H21）年に「ホンダ小川エンジン工場」が稼働となり、製造業の産業人口が増加したこ

とにより、従業者数は概ね 1 万人程度を維持しているものの、事業所数は減少傾向にあり、働

く場所が少なくなることで、若年層のさらなる流出が進むことが懸念されます。 

特に「農業、林業」については、60 歳以上の人口割合が 7 割近くを占めており、今後、産業

人口が急速に減少することが懸念されます。 

なお、女性の労働力率の動向について、小川町は全国・埼玉県に比べ、20歳代～40歳代の比

率が高い状況が見られますが、未婚率の上昇が“谷”の押し上げに影響しているものと考えら

れます。 
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１－５．小川町の将来人口推計 

（１）将来人口推計の比較 

2010（H22）年国勢調査の人口を基準とした、2010（H22）年から 2060（H72）年までの今後 50 年

間の人口推計について、４つのパターンから推計します。 

 

４パターン（社人研推計、地方創生会議推計、シミュレーション推計）の比較 

 

 

パターン１に示す社人研推計は、2040（H52）年に 18,912 人、2060（H72）年に 10,671 人とな

っています。 

一方、パターン２に示す地方創生会議推計では、2040（H52）年に 17,212 人と、パターン１よ

りも約 1,700人下回る内容となっています。 

なお、パターン１の推計を基に、出生率が今後徐々に上昇すると仮定（パターン３）した場合、

2040（H52）年に 21,363人と、パターン１に比べ約 2,400人上回る内容となります。 

さらに、パターン３の出生率上昇の考え方に加え、人口移動が均衡すると仮定（パターン４）

した場合、2040（H52）年に 26,077人と、パターン１に比べ約 7,000人上回る内容となります。 

このように、各パターンで将来人口は減少が続く見込みとなっていますが、パターン３やパタ

ーン４に示すように、現状よりも、自然増加や社会増加を見込んだ場合、将来人口の減少幅は抑

えられる見通しとなります。 
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パターン１：社人研推計 

【基本的な考え方】 

・2005（H17）年～2010（H22）年の人口動向を考え合わせ、将来の人口を推計します。 

【出生に関する仮定】 

・2010（H22）年の全国子ども女性比と各市町村の子ども女性比とを比較し、その結果が一定と

し、市町村ごとに仮定します。 

【死亡に関する仮定】 

・原則 55～59 歳→60～64 歳以下では、全国と都道府県の 2005（H17）年～2010（H22）年の生

残率を比較した結果の生残率を都道府県内市町村に対して一律に、60～64歳→65～69歳以上

では、上述に加え都道府県と市町村の 2000（H12）年～2005（H17）年の生残率の比の結果に

よる生残率を市町村毎に適用します。 

【移動に関する仮定】 

・移動率は今後全域的に縮小すると仮定します。原則として 2005（H17）～2010（H22）年の国

勢調査（実績）に基づいて出された純移動率が、定率で縮小し、その後は一定と仮定します。 

パターン２：地方創生会議推計 

【基本的な考え方】 

・社人研推計をベースに、移動に関して異なる仮定を設定します。 

【出生・死亡に関する仮定】 

・社人研推計と同様に仮定します。 

【移動に関する仮定】 

・全国の移動総数が社人研の推計値から縮小せず、同水準で移動すると仮定します。 

パターン３：パターン 1＋出生率上昇 

【基本的な考え方】 

・社人研推計をベースに、出生率に関して異なる仮定を設定します。 

【出生に関する仮定】 

・合計特殊出生率について、2015（H27）年を「1.3」、2020（H32）年を「1.5」、2025（H37）年

を「1.8」、2030（H42）年～2060（H72）年までを「2.1」と仮定します。 

【死亡に関する仮定】 

・社人研推計と同様に仮定します。 

【移動に関する仮定】 

・社人研推計と同様に仮定します。 

パターン４：パターン３＋移動ゼロ 

【基本的な考え方】 

・社人研推計をベースに、出生率及び移動に関して異なる仮定を設定します。 

【出生に関する仮定】 

・シミュレーション１と同様に仮定します。 

【死亡に関する仮定】 

・社人研推計と同様に仮定します。 

【移動に関する仮定】 

・2060（H72）年までの人口移動が均衡（転入・転出数が同数＝移動ゼロ）したと仮定します。 
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（２）将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響度分析 

先に整理した４パターンの将来推計人口結果のうち、社人研推計に基づく「パターン１」・「パタ

ーン３」・「パターン４」を基に、将来人口に及ぼす自然増減と社会増減の影響度について、国が

示す考え方を基に小川町の場合を算出するとともに、県内他市町村との比較結果を整理します。 

 

将来人口に及ぼす自然増減と社会増減の影響度（2040（H52）年） 

  自然増減の影響度（2040年） ※1 
総計 

  １ ２ ３ ４ ５ 

社
会
増
減
の
影
響
度
（2040

年
） 

※2 

１ 伊奈町 
吉川市、 

滑川町 

富士見市、上尾市、草加市、

越谷市、戸田市、坂戸市、朝

霞市、志木市、和光市、新座

市、桶川市、さいたま市、白

岡市、三芳町、川越市、川口

市、ふじみ野市、所沢市 

 毛呂山町 
22 

（34.9％） 

２  日高市 

上里町、鶴ヶ島市、杉戸町、

松伏町、蓮田市、鴻巣市、神

川町、八潮市、熊谷市、春日

部市、狭山市、羽生市、加須

市、深谷市、入間市、久喜市、

北本市、本庄市 

鳩山町、川島町、

美里町、嵐山町、

宮代町、東松山

市、飯能市、蕨

市 
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（42.9％） 

３   

寄居町、行田市、秩父市、幸

手市、長瀞町、皆野町、三郷

市 

ときがわ町、 

越生町 
吉見町 

10 

（15.9％） 

４  小鹿野町 横瀬町 小川町  
3 

（4.8％） 

５    東秩父村  
1 

（1.6％） 

総計 
1 

（1.6％） 

4 

（6.3％） 

44 

（69.8％） 

12 

（19％） 

2 

（3.2％） 

63 

（100％） 

まち・ひと・しごと創生本部「地域経済分析システム（RESAS）」を基に作成 

※1 自然増減の影響度：パターン３の総人口／パターン１の総人口の数値に応じて、以下の 5 段階に整理。  

「1」：100%未満、「2」：100～105%、「3」：105～110%、「4」：110～115%、「5」：115%以上 

※2 社会増減の影響度：パターン４の総人口／パターン３の総人口の数値に応じて、以下の 5 段階に整理。  

「1」：100%未満、「2」：100～110%、「3」：110～120%、「4」：120～130%、「5」：130%以上 

 

将来人口に及ぼす自然増減と社会増減の影響度（2040（H52）年）について、小川町の状況は以

下の通りとなります。 

・自然増減の影響度＝21,363人／18,912人≒113.0％＝影響度「4」 

・社会増減の影響度＝26,077人／21,363人≒122.1％＝影響度「4」 

県内の概ねの傾向として、自然増減の影響度は「3」、社会増減の影響度は「1～2」となってい

る中、小川町においてはともに影響度が「4」となっており、比企郡内で比べても、特に社会増減

の影響度が大きいことが伺えます。 

このことは、本町の人口動向に対して、自然減・社会減が同じ程度で影響を及ぼしており、今

後は、それぞれで対策を検討していく必要があることを示しています。 
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（３）小川町の人口に関する今後の対応ポイント 

先に整理した「４．小川町の人口に関するまとめ」及び前ページの「将来人口に及ぼす自然増減・

社会増減の影響度分析」を踏まえ、今後、小川町において対応すべきポイントを以下に整理しま

す。 

 

今後の対応ポイント 

◆自然減への対応 

町内の婚姻件数や出生数の増加に向けた取組を通じて、晩婚化や未婚率の改善を図ることに

より、出生数が死亡数を上回る状態（自然増）を目指す必要があります。 

 

◆社会減への対応 

若年層の転出抑制に向けた取組を通じて、地域で生まれ育った若者が町を離れてしまう状況

の改善を図ることにより、転出数の抑制を目指す必要があります。 

また、町外からの転入・定住促進、産業人口の増加に向けた取組を通じて、生活及び就業の

場としての環境の充実を図ることにより、転入数の増加を目指す必要があります。 

 

◆自然増・社会増に向けた町の魅力の総合的な向上 

上記に加え、観光振興や居住環境の向上、防災対策等、広くまちづくりに関する取組を推進

することにより、住民や来訪者にとって、住み続けたい・住みたいと思える町を目指す必要が

あります。 
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（参考）人口の変化がもたらす影響 

小川町における人口減少や少子高齢化などの人口構造の変化がもたらす影響として、以下に例を

整理します。 

 

人口構造の変化がもたらす影響（例） 

にぎわいの低下 

人が少なくなり、スーパーなどの生活に必要な施設が少なくなることで、まちなかの賑わ

いがなくなってしまうことが考えられます。 

コミュニティの希薄化 

人が少なくなることで、町内各地域で、人と人とのつながりが希薄になってしまうことが

考えられます。 

産業の人材不足 

人が少なくなることで、小川町を支えてきた農林業や商業、工業などの人材が不足し、地

域で受け継がれてきた産業が縮小してしまうことが考えられます。 

移動が困難な人の増加 

若い人が少なくなり、高齢者が多くなることで、車での移動が難しくなり、買い物や通院

などに困る方が増えてしまうことが考えられます。 

公共施設などの維持管理・更新の負担増 

予算が限られている中、老朽化が進んだ公共施設の維持管理や更新の負担が増えることが

考えられます。 

空き家・空き地の増加 

人が少なくなることで、空き家や空き地が増え、点々とした、建物のまばらな町並みとな

ってしまうことが考えられます。 

 

 

小川町における人口構造の変化は、上記の問題の発生や深刻化を招くことが考えられます。 

また、少子高齢化がさらに進むことにより、これらの問題が顕在化するスピードはさらに加速

していくと予想されます。 
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１－６．小川町が目指すべき将来の方向 

（１）小川町まち・ひと・しごと創生総合戦略に関するアンケート調査結果概要 

2015（H27）年 7月に実施した「小川町総合戦略に関するアンケート調査」について、調査結果概

要を以下に整理します。 

 

小川町まち・ひと・しごと創生総合戦略に関するアンケート調査結果概要 

調査 結果概要 

小川町の住み心地に 

関する調査 

（転出者） 

・美しい緑と清流、地域の歴史、和紙文化などの地域資源に対して、高い評

価が得られている。また、人付き合いの良さや静かな住環境、災害の少な

さに対する注目も見られる。 

・一方、転出した背景には、「結婚」や「生活環境の向上」が大きく関わって

おり、交通利便性や買い物などの生活利便性を求めて、東松山市や滑川町

など、近隣都市に転出する傾向が見られる。 

・全体的に、町に対する愛着は高いものの、子育てや福祉に対する不安から

町を出ていく傾向が見られる。 

小川町の住み心地に 

関する調査 

（転入者） 

・一度小川町を出て、戻ってくる U ターン者が多く、転入の背景には「自然

環境」や「家族」が大きく関わっている。 

・転出を経験したことで、小川町の魅力を実感したという意見が見られる一

方、転入前の居住地との比較の中で、買い物や食事に関する利便性の悪さ

を指摘する傾向が見られる。 

・また、子育て環境として一長一短（自然が豊かでのんびりしているが、医

療・福祉が不十分など）を指摘する意見が見られる。 

小川町での操業に 

関する調査 

（事業者） 

・長年町で操業する小規模事業所が多い中、近年は景気の悪化に加え、建物

の老朽化等の課題を抱えている事業所が多い。 

・雇用に関しては、家族・友人関係から募集する傾向が見られ、行政に対し

て、雇用確保の取組支援や支援策の情報提供を求める意見が多く見られる。 

・なお、高齢化や人手不足を背景に、当代限りや後継者未決定の事業所が多

く見られる。 

小川高校生を 

対象とした進路等に 

関するアンケート 

（小川高校生） 

・小川高校の通学者のほとんどが町外居住者である中、小川町に対しては、

豊かな自然や歴史資源を評価する意見が多い一方、遊び場や交通に対する

不満の意見が多く見られる。 

・卒業後は、ほとんどが町外の大学等への進学が考えており、将来的な定住

意向について、町に戻りたいという人はごく僅かとなっている。 

・自由回答では、若い人が楽しめる施設や電車本数の増加を求める意見が多

く見られる。 

小川町在住の高校生を 

対象とした進路等に 

関するアンケート 

（小川高校生以外） 

・小川高校生と同様に、豊かな自然や歴史資源を評価する意見が多い一方、

遊び場や交通に加え、夜道の暗さに対する不満の意見が多く見られる。 

・卒業後は、ほぼ全員が町外の大学等への進学を考えているものの、将来的

な定住意向については、いつか戻って住みたいとする意見が比較的多く見

られる。 

・自由回答では、若い人が楽しめる施設や電車本数の増加の他、和紙のアピ

ールを求める意見が多い。 
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（２）埼玉県「埼玉大学と共同した住民意識調査」結果概要 

2015（H27）年 5月に県内の特徴的な 7市町村（川越市、秩父市、本庄市、戸田市、幸手市、小川

町、鳩山町）を対象に実施した「埼玉大学と共同した住民意識調査」について、小川町の調査結

果概要を以下に整理します。 

 

埼玉大学と共同した住民意識調査結果概要 

項目 小川町の結果概要 

居住に関する 

意識等 

○定住意向者の割合は約 71％、転居意向者の割合は約 25％となっている。 

○定住意向者が選ぶ住み続けたい理由について、「自然環境が良い」の回答割合が約

43％と最も高く、次いで「住みなれている」が約 31％、「購入した持ち家がある」

が 36％と続いている。 

○転居意向者が選ぶ転居理由について、「交通の便が悪い」の回答割合が約 52％と

最も高く、次いで「老後の生活には向かない」が約 35％、「ふだんの買い物が不

便」が約 23％と続いている。 

  

居住地の 

変遷等 

○「生まれたときから今の場所に住み続けている」の回答割合が約 23％、「途中で

いまの場所に引っ越して来た」が約 77％となっている。 

○居住歴について、「20年以上 30 年未満」の回答割合が約 27％と最も高く、次いで

「50 年以上」が約 18％、「10 年以上 20 年未満」が約 15％と続いている。 

○引っ越して来たきっかけについて、「住まいのため」の回答割合が約 38％と最も

高く、次いで「結婚のため」が約 25％、「仕事のため」が約 16％と続いている。 

○引っ越すことになった理由について、「親や親戚が近く」の回答割合が約 30％と

最も高く、次いで「自然環境が良い」が約 17％、「住宅価格や賃料が安い」が約

14％と続いている。 

  

居住地域の 

人口減少への 

対応 

○「居住地域の人口減少について、どのような対策が一番重要か」という質問に対

して、「産業を誘致して雇用を増やす」の回答割合が約 26％と最も高く、次いで

「行政サービスを充実」が約 18％、「地元産業を見直し復興」が約 11％と続いて

いる。 

  

交通手段 ○最寄りの駅やスーパー・商店、医療施設までの交通手段について、「自家用車」の

回答割合が最も高くなっている。 

  

出産と子育ての 

意欲を高める 

ための対策 

○「子どもを産み育てる意欲を高める効果的な対策は何か」という質問に対して、

「育児・家事を夫婦で分担することを推進」の回答割合が約 33％と最も高く、次

いで「出産後の女性の再就職支援」が約 30％、「育児中の職員に対する短時間勤

務などの配慮」が約 29％と続いている。 

  

生活全般の 

満足度 

○「自然環境」の満足度が他市町に比べて突出して高い一方、「交通事情」や「医療

施設」の満足度は低くなっている。 

  

重視を 

しているもの 

○「都会暮らし」よりも「田舎暮らし」を重視する傾向が見られる。 

○「物質的な豊かさ」よりも「精神的な豊かさ」を重視する傾向が見られる。 
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（３）小川町が目指すべき将来の方向 

先に整理した「小川町の人口に関する今後の対応ポイント」と各種調査結果を踏まえ、人口の観

点から、小川町が目指すべき将来の方向を整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人口の観点から小川町が目指すべき将来の方向 

◆子どもたちが健やかに育つ環境づくり 

美しい緑や清流など、本町が有する自然環境は、子育てに適した環境であると言えます。 

しかしながら、未婚率の上昇傾向が見られるとともに、若い世代が町を出て行ってしまう状

況が続いています。また、アンケート調査からは、子育てに対する不安などから町を出てい

く傾向が見られます。 

その上で、今後は、結婚・出産・子育て世帯を対象に、本町で結婚し、安心して子どもを産

み・育てることができるような環境づくりに取り組むことで、人口の自然増加を目指してい

きます。 

◆住み続けたい・戻りたい・住んでみたいと思える生活の場づくり 

豊かな自然環境に加え、静かな住環境や人付き合いの良さは、本町で生活する上での大きな

魅力であると言えます。 

しかしながら、アンケート調査からは、本町に対する愛着の高さや、一度町を出たとしても

いつかは戻ってきたいという意見、町を出ることで本町の魅力を実感したという意見が見ら

れるものの、仕事や交通、日常生活の面での不便さから、定住や Uターンが活発ではない状

況にあります。 

その上で、今後は、しごとづくりや公共交通の利便性の維持・向上等、生活の場としての利

便性向上に取り組むことで、人口の社会増加を目指していきます。 

◆「小川町で暮らす」を自慢できる地域づくり 

自然環境や住環境に関する魅力に加え、本町には、ユネスコ無形文化遺産に登録された「細

川紙」や全国的に知名度の高い小川町の有機農業等の誇るべき資源など、様々な魅力があり

ます。また、地震に対しては、耐震的に比較的良質な地盤を有しています。 

その上で、子育てや定住促進等と併せて、本町の魅力的な要素を磨き、積極的に発信してい

くことで、地域活性化や人々の集い・交流の促進を目指していきます。 

【今後の対応ポイント】 

・自然減への対応 

・社会減への対応 

・自然増・社会増に向けた 

町の魅力の総合的な向上 

【各種調査】 

・小川町の住み心地に関する調査（転出入者） 

・小川町での操業に関する調査（事業者） 

・小川高校生を対象とした進路等に関するアンケート 

・小川町在住の高校生を対象とした進路等に関するアンケート 

・埼玉県「埼玉大学と共同した住民意識調査」 
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１－７．長期的な人口展望 

（１）目標人口 

先に整理した「５．小川町の将来人口推計」を踏まえつつ、「６．小川町が目指すべき将来の方向」

に基づき、今後、出生数と移動数の増加に向けた取組を推進することで、人口の減少幅の抑制を

目指します。 

 

目標人口と社人研推計との比較 

 

 

自然減への対応として、合計特殊出生率を 2030（H42）年に「1.78」、2040（H52）年に「2.07」

に改善することを目指します。なお、この目標値は、埼玉県の人口ビジョンにおける合計特殊出

生率の考え方と同じです。 

また、社会減への対応として、合計特殊出生率の改善に伴う自然増加と同程度の社会増加を目

指し、働き手世代の転出抑制・転入促進を図り、将来人口として 2060（H72）年に約 16,900 人を

目標とします。 

このように合計特殊出生率と純移動率を改善することにより、将来人口は社人研推計を上回る

結果となり、社人研推計が 2010（H22）年比約 2.2 万人の減少に対し、2010（H22）年比約 1.6 万

人の減少にまで抑えられることになります。 
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パターン１（社人研推計）

小川町目標人口

出生数と移動数の増加に向けた取組を推進

することで、人口の減少幅の抑制を目指す。 
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（２）高齢化の改善度合い 

小川町目標人口について、社人研推計と比べた際の改善状況について、以下に整理します。 

 

目標人口の年齢３区分別人口の推移（下段の数値は社人研推計との差） 

単位：（人） 

 

2010 

（H22） 

2015 

（H27） 

2020 

（H32） 

2025 

（H37） 

2030 

（H42） 

2035 

（H47） 

2040 

（H52） 

2045 

（H57） 

2050 

（H62） 

2055 

（H67） 

2060 

（H72） 

年少人口 

（0～14 歳） 

3,303 2,829 2,595 2,605 2,598 2,632 2,652 2,558 2,410 2,269 2,225 

0 +199 +490 +857 +1,115 +1,344 +1,543 +1,635 +1,662 +1,665 +1,730 

生産年齢人口 

（15～64 歳） 

21,385 18,384 15,720 13,678 12,394 11,401 10,489 9,890 9,313 8,748 8,297 

0 +30 +120 +273 +665 +1,153 +1,681 +2,251 +2,828 +3,400 +3,940 

老年人口 

（65 歳以上） 

8,221 9,554 10,655 10,957 10,593 9,886 9,065 8,053 7,292 6,799 6,373 

0 +1 +4 +10 +18 +34 +70 +129 +231 +380 +554 

総人口 
32,913 30,766 28,970 27,239 25,585 23,920 22,206 20,501 19,015 17,815 16,896 

0 +229 +614 +1,139 +1,798 +2,532 +3,294 +4,015 +4,721 +5,444 +6,225 

※2010（H22）年の総人口には「年齢不詳」も含まれるため、年齢３区分別人口の合計値と合わない。 

※2015（H27）年以降の推計値について、小数点以下を四捨五入しているため、 

年齢３区分別人口の合計値と総人口の数値が合わない場合がある。 

 

目標人口の年齢３区分別人口割合 

 

 

合計特殊出生率及び純移動率の改善を図ることにより、総人口は減少を続けるものの、社人研

推計に比べ、生産年齢人口を中心に人口減少の抑制が図られます。 

これを年齢３区分別人口割合で見ると、2060（H72）年の年少人口割合は 13.2％（社人研推計は

4.6％）、生産年齢人口割合は 49.1％（社人研推計は 40.8％）、老年人口割合は 37.7％（社人研推

計は 54.5％）となり、社人研推計に比べ、少子高齢化の抑制を図ることができます。 

  

10.0% 9.2% 9.0% 9.6% 10.2% 11.0% 11.9% 12.5% 12.7% 12.7% 13.2%

65.0%
59.8%

54.3%
50.2% 48.4% 47.7% 47.2% 48.2% 49.0%

49.1% 49.1%

25.0%
31.1%

36.8%
40.2% 41.4% 41.3% 40.8% 39.3% 38.3% 38.2% 37.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010

（H22）

2015

（H27）

2020

（H32）

2025

（H37）

2030

（H42）

2035

（H47）

2040

（H52）

2045

（H57）

2050

（H62）

2055

（H67）

2060

（H72）

【社人研】年少人口（0～14歳） 【町目標】年少人口（0～14歳）

【社人研】生産年齢人口（15～64歳） 【町目標】生産年齢人口（15～64歳）

【社人研】老年人口（65歳以上） 【町目標】老年人口（65歳以上）
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（３）長期的な人口展望 

これまで整理した内容を踏まえ、小川町の長期的な人口展望（見通し）を整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小川町において人口減少・少子高齢化が続く中、町で生まれる子どもの数の減少や若い世代の

転出が特に大きな課題となっています。 

これらの課題に対しては、自然減・社会減への対応に加え、町の魅力の総合的な向上に取り組

むことがポイントとなります。 

その上で、子育てやしごとづくりに関する各種調査結果も踏まえ、３つの将来の方向を設定す

るとともに、目指す将来人口として、2060（H72）年の人口を『約 16,900人』とします。 

このように、小川町においては、出生数と移動数の増加に向けた取組を推進することにより、

少子高齢化の改善と人口減少の抑制が図られる見通しとなります。 

  

少子高齢化の改善、人口減少の抑制を目指す 

【今後の対応ポイント】※P.21 

自然減への対応、社会減への対応、 

自然増・社会増に向けた町の魅力の総合的な向上 

【人口の観点から小川町が目指すべき将来の方向】※P.25 

◆子どもたちが健やかに育つ環境づくり 

◆住み続けたい・戻りたい・住んでみたいと思える受け皿づくり 

◆「小川町で暮らす」を自慢できる地域づくり 

【各種調査】 

※P.23～24 

・小川町調査 

・埼玉県調査 

【目標人口】 

※P.26～27 

2060（H72）年に 

『約 16,900 人』 

【小川町の人口の動向（概要）】※P.17 

自然減（特に町で生まれる子どもの数の減少）や社会減（特に若い世

代の町外への流出、町に移り住む人の減少）が続いている中、1995

（H7）年をピークに人口減少・少子高齢化が進んでいる。 
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２－１．国の『まち・ひと・しごと創生総合戦略』との関係 

本章において目標や施策等を掲げるにあたっては、国が策定した『まち・ひと・しごと創生総

合戦略』に掲げられている基本的な考え方や『「まち・ひと・しごと創生」政策５原則』の内容を

しっかりと受け止めた上で、人口減少の抑制と町の創生の実現に取り組むこととします。 

 

（参考）『まち・ひと・しごと創生総合戦略』の概要 

◆基本的な考え方 

１ 人口減少と地域経済縮小の克服 

・人口減少克服・地方創生のためには、３つの基本的視点（「東京一極集中」の是正、若い世代

の就労・結婚・子育ての希望の実現、地域の特性に即した地域課題の解決）から取り組むこ

とが重要。 

 

２ まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立 

①しごとの創生：若い世代が安心して働ける「相応の賃金、安定した雇用形態、やりがいの

あるしごと」という「雇用の質」を重視した取組が重要。 

②ひとの創生 ：地方への新しい人の流れをつくるため、若者の地方での就労を促すととも

に、地方への移住・定着を促進する。安心して結婚・出産・子育てができ

るよう、切れ目ない支援を実現する。 

③まちの創生 ：地方で安心して暮らせるよう、中山間地域等、地方都市、大都市圏等の各

地域の特性に即して課題を解決する。 

 

 

◆「まち・ひと・しごと創生」政策５原則 

①自立性 ：構造的な問題に対処し、地方公共団体、民間事業者、個人等の自立につながる。 

②将来性 ：地方が自主的かつ主体的に、夢を持って前向きに取り組むことを支援する。 

③地域性 ：各地域の実態に合った施策を支援。国は支援の受け手側の視点に立って支援。 

④直接性 ：最大限の成果をあげるため、直接的に支援する施策を集中的に実施する。 

⑤結果重視：PDCA メカニズムの下、具体的な数値目標を設定し、効果検証と改善を実施する。 

 

 

◆政策の基本目標 

基本目標①：地方における安定した雇用を創出する 

基本目標②：地方への新しいひとの流れをつくる 

基本目標③：若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

基本目標④：時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する 

 

  

第２章 小川町総合戦略 
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２－２．基本目標 

本町において地方創生に取り組むにあたっては、“人口誘導・定住促進”を積極的に進めながら、

その中で“しごとづくり”や“結婚・出産・子育て”の充実化に取り組み、さらに広く町の“魅

力・活力、安全・安心”の向上を図ることが重要になります。 

その上で、国の『まち・ひと・しごと創生総合戦略』に掲げる政策分野との関連性を踏まえ、

小川町総合戦略における４つの基本目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本目標１】 

町への新しい 

人の流れをつくる 

≪人口誘導・定住促進≫ 
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「
小
川
町
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暮
ら
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」
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自
慢
で
き
る
地
域
づ
く
り 

将来の方向 
（人口ビジョン） 

地方における 

安定した雇用を 

創出する 

地方への新しい 

人の流れをつくる 

若い世代の結婚・ 

出産・子育ての 

希望をかなえる 

時代に合った 

地域をつくり、 

安心なくらしを 

守るとともに地域と 

地域を連携する 

国の総合戦略の基本目標 

【基本目標２】 

町における安定した 

雇用を創出する 

≪しごとづくり≫ 

【基本目標３】 

若い世代の結婚・出産・ 

子育ての希望をかなえる 

≪結婚・出産・子育て≫ 

【基本目標４】 

まちづくり・地域活性化を 

推進する 

≪魅力・活力、安全・安心≫ 

小川町総合戦略の基本目標 
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２－３．基本目標ごとの施策・主な取組・指標 

【基本目標１】 

町への新しい人の流れをつくる ≪人口誘導・定住促進≫ 

人口減少が続いている本町においては、町への新しい人の流れを呼び込み、人口減少のス

ピードを抑制することが重要になります。 

その際、社会動態（転出・転入）に着目すると、本町においては、主に近隣の市町村間で

の転出・転入の動きが見られる中、働きやすさや移動のしやすさなどを求め、若い世代を中

心とした転出超過が続いている状況にあります。 

そのため、今後は“転入を希望する人をより多く受け入れる”観点から、有機農業研修者

などの転入希望者を対象とした空き家の活用を進めます。 

また、“若い世代に慣れ親しんだ町に住み続けてもらう”観点から、本町で生まれ育った

人が、学校を卒業してからも住み続けることができるよう、奨学金制度の拡充を進めます。 

その上で、これらの取組により、転出超過の抑制を目指します。 

 

 

①基本目標に対する指標 

指 標 基準値 目標値 

社会増減（転出・転入の差） 
-374人 

（H26年度） 

-100人 

（H31年度） 

 

②施策・主な取組 

施 策 主な取組 

空き家活用による 

転入希望者支援 

・空き家情報の管理 

・HP等での積極的な情報発信 

・有機農業研修者に対する空き家の紹介         など 

奨学金制度の拡充による 

定住化の推進 
・奨学金の拡充と返済免除制度の導入検討        など 

 

③施策に対する指標（重要業績評価指標＝KPI：Key Performance Indicator） 

指 標 基準値 目標値 

空き家の活用件数 
0件 

（H26年度） 

15件 

（H31年度） 

町奨学金返済者の町内在住率 
66.7％ 

（H26年度） 

90.0％ 

（H31年度） 
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【基本目標２】 

町における安定した雇用を創出する ≪しごとづくり≫ 

人が住む・住み続けるにあたっては、生活の軸となる就業環境を整えることが重要になり

ます。 

本町においては、若い世代の転出傾向が多く見られる中、農業分野を中心に担い手の高齢

化や後継者不足が懸念されています。 

そのため、今後は“町の産業の特色を活かして若い世代の活躍を促す”観点から、有機農

業に関する新規就農や商品開発等の取組や、地域資源を活かした店舗出店への支援を積極的

に進めます。 

また、“町で働く機会を増やす”観点から、企業誘致・集約化の推進を通じて、雇用の創

出を図ります。 

その上で、これらの取組により、町内の従業者数の増加を目指します。 

 

 

①基本目標に対する指標 

指 標 基準値 目標値 

従業者数 
9,848人 

（H24年度） 

10,000人 

（H31年度） 

 

②施策・主な取組 

施 策 主な取組 

有機農業分野への 

就農・参入・出店支援 

・有機農産物を使った商品開発 

・有機農業に関する情報発信や普及活動         など 

地域資源を活かした 

魅力ある店舗の出店支援 

・里山や小川和紙等の地域資源を活かした町の魅力向上に 

資する店舗等の支援                 など 

企業誘致・集約化の 

推進による雇用創出 
・企業誘致の推進                   など 
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③施策に対する指標（重要業績評価指標＝KPI：Key Performance Indicator） 

指 標 基準値 目標値 

小売業商店数 
252店 

（H26年度） 

250店 

（H31年度） 

工業事業所数 
87件 

（H26年度） 

90件 

（H31年度） 

認定農業者数 
54人 

（H26年度） 

60人 

（H31年度） 

新規就農者数 
5人 

（H26年度） 

5人 

（H31年度） 

企業立地件数 
1,323件 

（H24年度） 

1,350件 

（H31年度） 

 

 

【基本目標３】 

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる ≪結婚・出産・子育て≫ 

少子高齢化のスピードを抑えるためには、外から人を呼び込むだけでなく、町内の結婚・

出産・子育て世帯を積極的に応援していくことが重要になります。 

本町においては、働き手世帯の転出超過が続く中で、未婚率の上昇や出生数の減少が続い

ており、今後さらに少子化が進むことが懸念されます。 

そのため、今後は“町内での結婚の希望をかなえる”観点から、男女の出会いの機会の充

実に取り組みます。 

また、“経済的に大きな負担を感じることなく、安心して出産や子育てができる環境をつ

くる”観点から、出産や子育て、子どもの教育にかかる経済的負担の軽減、子育て環境の充

実を図ります。 

その上で、これらの取組により、町内の婚姻件数や出生数の増加、子育て世帯数の転出抑

制を目指します。 
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①基本目標に対する指標 

指 標 基準値 目標値 

婚姻件数 
99件 

（H25年） 

110件 

（H31年度） 

出生数 
144人 

（H26年度） 

170人 

（H31年度） 

子育て世帯数 

（14歳以下の子どものいる世帯） 

1,784 

（H26年度） 

1,500世帯 

（H31年度） 

 

②施策・主な取組 

施 策 主な取組 

婚活の応援 
・他都市との広域連携等も視野に、結婚希望者に対して 

出会いの場の提供                  など 

子育て支援の推進 

・子育てについての相談体制の充実 

・子育てについての情報提供の充実 

・出産、仕事と育児との両立、三世代同居・近居など、 

子どもが育っていく各ステージに応じた負担軽減    など 

 

③施策に対する指標（重要業績評価指標＝KPI：Key Performance Indicator） 

指 標 基準値 目標値 

子育て支援センター利用者数 
10,636人 

（H26年度） 

14,200人 

（H31年度） 

乳幼児健診受診率 
97.4％ 

（H26年度） 

100.0％ 

（H31年度） 

子育て世帯の減少数 
85 

（H26年度） 

70世帯 

（H31年度） 
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【基本目標４】 

まちづくり・地域活性化を推進する ≪魅力・活力、安全・安心≫ 

本町の人口動向を改善する上では、新たな人の流れを呼び込むことや就業環境を整えるこ

と、結婚・出産・子育てを応援することが重要になりますが、同時に本町の豊かな自然や世

界に誇る歴史文化などを知ってもらうことや地域の暮らしの利便性・快適性の向上に取り組

むことで、総合的に町に魅力を高めていくことが重要になります。 

そのため、“和紙産業を活性化していく”観点から細川紙後継者の育成支援や和紙の商品

開発等への支援を行い、“本町の強みを積極的に発信していく”観点からまちの魅力を知っ

てもらうイベントや情報発信のツールの開発を推進します。また、地域資源である下里・青

山板碑製作遺跡などの様々な文化財の活用により、本町の魅力アップを図ります。 

さらに、地域通貨の活用を図るとともに、“人と人とのつながりを強化する”観点から、

地域の見守り・支え合い体制の充実に努めます。特に、「生涯活躍のまち」実現の観点から、

高齢者の健康寿命を延ばし、充実した人生を実現するための取組を推進します。 

その上で、これらの取組により、本町に関心を持って訪れる人の増加を目指します。 

 

 

①基本目標に対する指標 

指 標 基準値 目標値 

入込観光客数 
751千人/年 

（H26年度） 

780千人/年 

（H31年度） 

 

②施策・主な取組 

施 策 主な取組 

町の魅力の積極的な発信 

・地域観光資源を活かしたイベント等の開催やキャラクター 

などの活用 

・地域資源の魅力アップを推進             など 

和紙産業の活性化 
・細川紙（手漉き和紙）の後継者育成支援 

・和紙を使用した商品開発               など 

地域の見守り・ 

支え合い体制の充実 

・移動困難者に対する支援対策の充実 

・町民、社会福祉協議会、町、ボランティア、NPO等が連携 

できる組織とコーディネーターの育成         など 
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③施策に対する指標（重要業績評価指標＝KPI：Key Performance Indicator） 

指 標 基準値 目標値 

町ホームページアクセス件数 
212,089件/年 

（H26年度） 

250,000件/年 

（H31年度） 

細川紙技術者協会の新規会員 

（正会員・準会員・研修員）数 
－ 

3人 

（H31年度） 

和紙関連施設への来訪者数 
51,470人 

（H26年度） 

55,000人 

（H31年度） 

交通空白地域の解消率 － 
100％ 

（H31年度） 

いきいきタクシー券利用枚数 － 
20,000枚 

（H31年度） 

社会福祉協議会のボランティア登録人数 
29人 

（H26年度） 

70人 

（H31年度） 

社会福祉協議会のボランティア登録団体数 
22団体 

（H26年度） 

28団体 

（H31年度） 
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２－４．施策の推進 

（１）進捗確認 

小川町総合戦略では、5年間の計画期間の中で取り組む内容を記載したものになりますが、「小

川町人口ビジョン」において平成 72（2060）年までの人口展望を示しているように、計画期間終

了以降も見据えた上で、各種施策・事業を推進していくことが重要になります。 

そのため、Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善・反映）の PDCAサイクルの

考え方を基に、重要業績評価指標（KPI）の確認等を通じて、施策の実施状況や事業の効果を把握・

検証するとともに、今後の小川町の地方創生に向けた方針の検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）推進体制 

小川町総合戦略の基本目標に掲げる「しごとづくり」、「人口誘導・定住促進」、「結婚・出産・

子育て」、「魅力・活力、安全・安心」の実現に向けては、行政だけではなく、多様な主体の参画

により取り組むことが重要になります。 

そのため、小川町総合戦略の策定にあたり開催した「小川町まち・ひと・しごと創生総合戦略

推進会議」や「地区別懇談会」のような、産・官・学・金・労・言の意見交換等の機会を設置し、

小川町総合戦略に掲げる施策や事業を実施します。 

 

 

 

PLAN 

小川町総合戦略の策定 

 

DO 

小川町総合戦略に基づき、産・官・
学・金・労・言の連携による施策・
事業の推進 

 

CHECK 

計画期間終了時等に、KPI の確認
等を通じて、施策の実施状況や事
業の効果を把握・検証。 

 

ACTION 

残された課題や新たに生じた課題
への対応策を検討し、今後のまち
づくりに反映。 

 


